
付紙様式第４

公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区分

応札・
応募者数

陸上自衛隊八戸駐屯
地で使用する水
１式

分任契約担当官陸上自衛隊
八戸駐屯地第３８４会計隊長
田尾正輝　青森県八戸市大
字市川町字桔梗野官地

平成30年4月2日
八戸圏域水道企業団企業
長　青森県八戸市南白山
台１丁目１１番１号

会計法第２９条の３第４
項　水を供給することが
出来る事業者が１者で
あるため

72,095,400
単価契約　基本料金
32,000ほか

陸上自衛隊六ヶ所対空
射撃場廠舎で使用する
電気
１式

分任契約担当官陸上自衛隊
八戸駐屯地第３８４会計隊長
田尾正輝　青森県八戸市大
字市川町字桔梗野官地

平成30年4月2日
東北電力㈱三沢営業所
青森県三沢市中央町１－
５－４

4370001011311
予決令第９９条の２　競
争に付しても入札者が
ないため

1,907,891
一般競争入札から随意
契約移行

船舶賃貸借役務（Ａ）

分任契約担当官陸上自衛隊
八戸駐屯地第３８４会計隊長
田尾正輝　青森県八戸市大
字市川町字桔梗野官地

平成30年6月12日
上野　洋
青森県上北郡六ヶ所村大
字泊字村ノ内35

予決令第９９条の２　競
争に付しても入札者が
ないため

53,000 53,000 100.0%
一般競争入札から随意
契約移行
単価契約＠53,000

船舶賃貸借役務（Ｂ）

分任契約担当官陸上自衛隊
八戸駐屯地第３８４会計隊長
田尾正輝　青森県八戸市大
字市川町字桔梗野官地

平成30年6月12日
上野　洋
青森県上北郡六ヶ所村大
字泊字村ノ内35

予決令第９９条の２　競
争に付しても入札者が
ないため

57,000 57,000 100.0%
一般競争入札から随意
契約移行
単価契約＠57,000

船舶賃貸借役務（Ｃ）

分任契約担当官陸上自衛隊
八戸駐屯地第３８４会計隊長
田尾正輝　青森県八戸市大
字市川町字桔梗野官地

平成30年6月12日
白糠漁業協同組合
青森県下北郡東通村大字
白糠字向流１０９番地

予決令第９９条の２　競
争に付しても入札者が
ないため

50,000 50,000 100.0%
一般競争入札から随意
契約移行
単価契約＠50,000

みちのく有料道路カー
ド式回数券ほか４件

分任契約担当官陸上自衛隊
八戸駐屯地第３８４会計隊長
田尾正輝　青森県八戸市大
字市川町字桔梗野官地

平成30年12月17日

青森県庁消費生活協同組
合八戸支店
青森県八戸市大字尻内町
字鴨田７

予算決算及び会計令
臨時特例第５条第１号

1,761,100 1,761,100 100.0% 規定料金

公益法人の場合

備考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名
並びにその所属する
部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約による
こととした

会計法令の根拠
条文及び理由
(企画競争
又は公募)

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

法人番号



付紙様式第４

公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区分

応札・
応募者数

公益法人の場合

備考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名
並びにその所属する
部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約による
こととした

会計法令の根拠
条文及び理由
(企画競争
又は公募)

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

法人番号

六ヶ所対空射撃場警衛
所設計業務委託

分任契約担当官陸上自衛隊
八戸駐屯地第３８４会計隊長
田尾正輝　青森県八戸市大
字市川町字桔梗野官地

平成31年2月22日

三協フロンテア株式会社
盛岡出張所
岩手県盛岡市西見前１４
地割１０２－４

8040001065642
予決令第９９条の２　競
争に付しても入札者が
ないため

1,620,000 1,620,000 100.0%
一般競争入札から随意
契約移行

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


